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告 示 

 

滋賀県告示第298号 

 滋賀県木材業者および製材業者登録条例（昭和29年滋賀県条例第66号）第５条第１項の規定に基づき、木材業者と

して、次の者を登録した。 

 この登録業者の名簿は、滋賀県琵琶湖環境部びわ湖材流通推進課および滋賀県湖北森林整備事務所に備え置き一般

に供覧する。 

令和５年７月18日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

 

地 方 機 関 名 
木       材       業       者 

住          所 氏          名 

湖北森林整備事務所 長浜市木之本町木之本733 長谷川木材 

長谷川清次 

 

滋賀県告示第299号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項の指定自立支

援医療機関として、次のものを指定した。 

令和５年７月18日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

精神通院医療機関 

名 称 所 在 地 医療の種類 医師等の氏名 指定年月日 

あかい家のこどもクリニック 大津市大江七丁目６番46号 病院・診療所 浅 井 大 介 令和５.４.１ 

 

○ 

○ 

令和 5 年（2023 年） 

7 月 1 8 日 
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火 曜 日 

 

県 章 
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（※印は、県例規集に登載するもの） 

○ 

○ 

○ 
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訪問看護リハビリステーショ 

ンＳｉｇｎ 
大津市神領三丁目21－２ 訪問看護 － 令和５.６.１ 

訪問看護ステーションそら 大津市苗鹿二丁目31－28 訪問看護 － 令和５.６.１ 

訪問看護ステーションＣｒｅ 

ｅｔ 
草津市上笠四丁目29－２ 訪問看護 － 令和５.６.１ 

アイセイハート薬局草津店 

栗東市小柿七丁目９－11ク 

リニックステーション草津 

１階 

薬局 伊 藤 和 浩 令和５.６.１ 

おひさま薬局目川店 栗東市目川1402 薬局 西 川   誠 令和５.７.１ 

訪問看護ステーションひかる 
甲賀市水口町貴生川２－62 

グランパレス南海201 
訪問看護 － 令和５.７.１ 

 

滋賀県告示第300号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項の指定自立支

援医療機関として、次のものを指定した。 

令和５年７月18日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

更生医療機関および育成医療機関 

自 立 支 援 

医療の種類 
名 称 所 在 地 

医療の 

種 類 
医師等の氏名 指定年月日 

更生医療・

育成医療 

ヤマグチ薬局内保 

店 
長浜市内保町740－５ 薬局 田 村   匡 令和５.４.１ 

更生医療・

育成医療 

訪問看護ステーシ 

ョンＣｒｅｅｔ 
草津市上笠四丁目29－２ 

訪問看 

護 
－ 令和５.６.１ 

更生医療・

育成医療 

アイセイハート薬 

局草津店 

栗東市小柿七丁目９－11クリ 

ニックステーション草津１階 
薬局 伊 藤 和 浩 令和５.６.１ 

更生医療・

育成医療 

おひさま薬局目川 

店 
栗東市目川1402 薬局 西 川   誠 令和５.７.１ 

 

滋賀県告示第301号 

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定に基づき、滋賀県立八日市南高等学校の牛の販売に

係る販売代金の徴収事務を次のとおり委託した。 

令和５年７月18日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 委託の相手方 茨木畜産 茨木弘文 京都府京都市右京区山ノ内北ノ口町22－２ 

２ 委託事務の内容 滋賀県立八日市南高等学校の牛の販売に係る販売代金の徴収事務 

３ 委託期間 令和５年７月１日から令和６年３月31日まで 

４ 徴収の方法 納入通知に基づく振込 

 

公 告 

 

自然環境保全協定締結の公告 

滋賀県自然環境保全条例（昭和48年滋賀県条例第42号）第23条第１項の規定により自然環境保全協定を次のとおり

令和５年６月27日に締結したので、同条第２項の規定によりその概要を次のとおり公表する。 

この協定書は、滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置き一般の縦覧に供する。 

令和５年７月18日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 事業者の名称 向茂都市開発株式会社 代表取締役 向春美 

２ 事業目的 工業団地の造成 
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３ 事業区域 蒲生郡日野町大字鳥居平字篠原1519番地外235筆 

４ 事業面積 660,558.40㎡ 

 

落札者決定の公告 

特定調達契約に係る落札者を次のとおり決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定

める政令（平成７年政令第372号）第12条の規定により公告する。 

令和５年７月18日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 落札に係る物品等または特定役務の名称および数量 地域情報提供システム提供業務 一式 

２ 契約に係る事務を担当する課等の名称および所在地 滋賀県総合企画部ＤＸ推進課 大津市京町四丁目１番１号 

 電話 077－528－3292 

３ 落札者を決定した日 令和５年６月８日(木) 

４ 落札者の氏名および住所 株式会社ドーン 代表取締役 宮崎正伸 兵庫県神戸市中央区磯上通二丁目２番21号

三宮グランドビル５Ｆ 

５ 落札金額 11,160,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札 

７ 一般競争入札を行うにつき公告した日 令和５年４月25日(火) 

 

随意契約の相手方決定の公告 

特定調達契約に係る随意契約の相手方を次のとおり決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続

の特例を定める政令（平成７年政令第372号）第12条の規定により公告する。 

令和５年７月18日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 随意契約に係る物品等または特定役務の名称および数量 抗インフルエンザウイルス薬（ゾフルーザ錠20㎎錠） 

10錠入り 3,220箱 

２ 契約に係る事務を担当する課等の名称および所在地 滋賀県健康医療福祉部薬務課 大津市京町四丁目１番１号 

 電話 077－528－3634 

３ 随意契約の相手方を決定した日 令和５年６月23日(金) 

４ 随意契約の相手方の氏名および住所 塩野義製薬株式会社 代表取締役会長兼社長ＣＥＯ 手代木功 大阪府大

阪市中央区道修町三丁目１番８号 

５ 随意契約に係る契約金額 34,616,890円 

６ 契約の相手方を決定した手続 随意契約 

７ 随意契約の理由 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第１項第１号の規定

による。 

 

県 税 事 務 所 公 告 

 

軽油引取税免税証無効公告 

次のとおり軽油引取税の免税証を亡失した旨の届出があったので、亡失の日以後は無効とする。 

令和５年７月18日 

 滋賀県東北部県税事務所長 山 根 幹 人 

 

免税証 

の種類 
用途 記号・番号 枚数 有効期間 

免税証に記載された販売業者 

の所在地および氏名（名称） 
亡失年月日 

20 

リットル券 
農業 

60788772 

～  

60788780 

９ 

令和５.４.１ 

～  

令和６.３.31 

犬上郡多賀町大字多賀709 

株式会社木村重兵衛商店 
令和５.７.５ 

 

軽油引取税免税軽油使用者証無効公告 

次のとおり軽油引取税の免税軽油使用者証を亡失した旨の届出があったので、亡失の日以後は無効とする。 
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令和５年７月18日 

 滋賀県東北部県税事務所長 山 根 幹 人 

 

業 種 記 号 ・ 番 号 有 効 期 限 
免税軽油使用者証に記載された  

使用者の所在地および氏名（名称） 
亡失年月日 

農 業 
滋 賀 県 

第9331686号 
令和６.３.31 

犬上郡多賀町大字敏満寺1268－１ 

種村安雄 
令和５.７.５ 

 

農 業 農 村 振 興 事 務 所 公 告 

 

土地改良区定款変更認可公告 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、内野土地改良区の定款の変更は、令和５年７月10

日に認可した。 

令和５年７月18日 

 滋賀県東近江農業農村振興事務所長 今 井 清 之 

 

収 用 委 員 会 告 示 

 

滋賀県収用委員会告示第１号 

滋賀県収用委員会の審理の傍聴に関する規程（平成８年滋賀県収用委員会告示第１号）の一部を次のように改正す

る。 

令和５年７月18日 

 滋賀県収用委員会会長 田 口 勝 之 

第２条を削る。 

第３条第１項中「傍聴人」を「委員会の審理を傍聴しようとする者（以下「傍聴人」という。）」に改め、同条を

第２条とする。 

第４条中「ならびに児童および乳幼児（会長等の許可を受けた者を除く。）」を削り、同条を第３条とし、第５条

を第４条とし、第６条を第５条とする。 

第７条第１項中「第５条」を「第４条」に改め、同条を第６条とし、第８条を第７条とする。 

別記様式中「第３条関係」を「第２条関係」に改める。 

  付 則 

この規程は、令和５年７月18日から施行する。 

 

発行人・発行所 滋 賀 県 大津市京町四丁目１番１号 


